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市民相談課長　渕江　弘行

項目名

■ □ □

実績

評価者

市民相談課長　渕江　弘行

項目名

■ □ □

実績

評価者

市民相談課長　渕江　弘行

項目名

■ □ □

実績

評価者

市民相談課長　渕江　弘行昭和47年度～

期間

平成13年度～

実施計画ランク

重要

消費生活啓発事業

期間

計量検査事業

期間

平成14年度～

実施計画ランク

重要

消費生活に関する表
示の適正化事業

重要

消費者相談事業

期間

昭和47年度～

実施計画ランク

重要

市民
相談
課

市民
相談
課

市民
相談
課

市民
相談
課

実施計画ランク

事業達成に向けての現在の課題及び
今後の課題解決に向けた取り組み

H28年度目標 H28実績

子どもから高齢者まで多様化している消費
者問題について、それぞれの特性に応じ
た啓発活動を進めていく。

H28年度に改善した点

目標値には１ポイント達しなかった
ものの、講座講演会理解度は９７％
と高い水準を維持できている。
また、消費者問題が多様化・複雑
化し、対象者も子ども・若年層から
高齢者まで各年代に広がっていく
なか、講座講演会の開催回数を増
やすとともに、対象者ごとの開催を
心掛けるなど充実に努めた。

98% 97%

98%

消費者問題が広がるなか、講演会等の回数を増
し対象者ごとに開催したが、内容が多様化・複雑
化していることから、理解度が低くなった。

臨時職員 0.00 人

H28正規職員
人件費

H28その他職員
従事割合
非常勤
特別職

0.00 人 H29年度目標

3,516 千円 98%

無 無

1,650①消費生活講座開催回数

②講座・講演会参加者数

③街頭キャンペーン啓発グッ
ズ配布数

講座講演会理解度

消費者被害の未然防止のための知識を習得する
ことが、様々な消費者問題への対応力向上につ
ながるため、講座講演会での受講者の理解度を
指標とした。

街頭キャンペーンについて、例年は所沢
駅西口で行っていたが、平成28年度は消
費生活センターの本庁舎移転を周知する
ため、所沢駅西口及び航空公園駅東口の
2か所で実施した。

H28決算額（見込み）

目標設定の考え方・根拠

H27実績
Ｂ

根拠法令 H28予算現額

消費者基本法、消費者安全法 1,600

事業の種別

H28目標値が未達成の理由・分析

日常生活を送るなかで発生する、様々な消費者問題
に対応できる消費者を育成することを目的とする。
講座、消費生活展等を開催し、消費者が自ら考え、
判断しうる能力を高めることにより、消費者被害を未
然に防止する。

0.71 人
非常勤
特別職

事業の目的及び具体的な内容
H27正規職員
人件費

H27その他職員
従事割合

H27年度目標

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 1,813

H27予算現額 H27決算額 指標名

1,520

0.00 人 98%

0.41 人

6,149千円 臨時職員 0.00 人
①11回

②379人

③400個

原料原産地の表示に関する改善指導した
事業者には、指導後も確認をするなどして
表示の適正化に努める。

臨時職員 0.00 人

H28その他職員
従事割合

5 7

非常勤
特別職

0.00 人 H29年度目標

無

8①立入検査（家庭用品、消安
用品、電気用品)
（検査品目数）
②表示調査（食品表示法）
（調査品目数）
③立入検査・調査事業所数
（延べ立入事業者数）

不正表示事業者の改善数
表示の適正化及び消費者の安全と利益を確保す
るため、不正事業者の改善数を指標とする。

衣料品の洗い方やアイロンのかけ方の取
扱表示が新しくなったため、改正を知らせ
るポスター等を掲示して周知した。

H28決算額（見込み）

H27年度目標

非常勤
特別職

0.00 人

H28年度に改善した点

無4 4

4,676千円 臨時職員

H28正規職員
人件費

0.43 人

目標達成済

事業達成に向けての現在の課題及び
今後の課題解決に向けた取り組み

A

根拠法令 H28予算現額

食品表示法に基づく事務処理要領、所沢市家庭用
品品質表示法に基づく事務処理要領、他

16

H27実績 H28目標値が未達成の理由・分析

品質表示等の適正化を図り消費者の安全・利益を
確保することを目的とする。
店頭販売商品について各法律に基づく表示義務遵
守がされているか確認するため立入検査を実施す
る。

0.54 人

H28年度目標

目標設定の考え方・根拠

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 16

H28実績
①89

②461

③17
3,687 千円 5

事業の種別 H27予算現額 H27決算額 指標名

13

事業の目的及び具体的な内容
H27正規職員
人件費

H27その他職員
従事割合

0.00 人

事業達成に向けての現在の課題及び
今後の課題解決に向けた取り組み

H28年度目標 H28実績
スーパーマーケット等特定計量器を取扱う
新規事業者を正確に把握することが課題
である。このため、新規開店の折込広告か
らも情報収集するなどして、新規事業者の
把握に努める。

H28年度に改善した点

3 5

3
A

目標達成済

臨時職員 0.00 人

H28正規職員
人件費

H28その他職員
従事割合

3

1.55 人
非常勤
特別職

0.00 人 H29年度目標

無 無

918①定期検査
（定期検査受検器物数）
②商品量目立入検査
（量目検査商品数）
③計量器使用先検査
（事業者数）

商品量目立入検査不適正事業所の改善数
適正な計量を確保するため、商品量目立入検査
不適正事業者の改善数を指標とする。

計量検査業務での対象事業所の事前調
査において、廃業した場合に連絡をするよ
う方法の見直しを行い、廃業事業者の正
確な把握に努めた。

H28決算額（見込み）

目標設定の考え方・根拠

H27実績

根拠法令 H28予算現額

計量法、所沢市計量法関係手数料条例 2,126

事業の種別

H28目標値が未達成の理由・分析H27年度目標

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加

適正な計量の実施を確保することを目的とし、取引
又は証明用に使用する計量器の定期検査、計量器
使用事業所への立入検査を実施する。

1.48 人
非常勤
特別職

事業の目的及び具体的な内容
H27正規職員
人件費

H27その他職員
従事割合

12,817千円 臨時職員 0.00 人

13,291 千円

H27予算現額 H27決算額 指標名

1,788

0.00 人

①810

②810

③28
3

1,273

1.34 人

臨時職員

非常勤
特別職

5.00 人

11,491 千円 98%

事業達成に向けての現在の課題及び
今後の課題解決に向けた取り組み

H28年度目標 H28実績

H29年度目標

A

11,604千円 臨時職員 1.00 人
①1,674件

②1,642件

③1,632件

H28正規職員
人件費

非常勤
特別職

5.00 人 98% 99%

H28決算額（見込み）

目標達成済

1.00 人

H28その他職員
従事割合

98% 99%

根拠法令 H28予算現額

消費者基本法、消費者安全法、所沢市市民相談員
設置条例

8,675

H27実績 H28目標値が未達成の理由・分析

相談解決率
（解決件数÷処理件数）

消費者と事業者との消費者問題を解決すること
が、消費者の利益を守り、消費生活の安定と向上
を確保することにつながるため、相談解決率を指
標とする。

8,476

H27年度目標

消費者の利益を守り、消費生活の安定と向上を確保
することを目的とする。
電話または面接により消費生活相談員が消費者と
事業者との取引や契約に関する相談を受け、相談
者自身で自主交渉できるよう助言や情報提供を行
う。相談内容によっては、他の専門相談窓口への紹
介や事業者との解決に向けた「あっせん」を行う。

1.34 人

H27正規職員
人件費

H27その他職員
従事割合

目標設定の考え方・根拠

自治事務 法定受託事務 法定受託＋附加 8,854
①相談件数

②処理件数

③解決件数

環境
影響

有益
な
もの

有害
な
もの

事業の種別 H27予算現額 H27決算額 指標名

8,359

事業の目的及び具体的な内容

会
計

活動実績(H28)

成果

成果指標

評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど

総合
評価

評価
理由

現状の課題

H28年度に改善した点

消費生活センターの本庁舎移転に伴い、
相談内容に応じて、弁護士相談等へ円滑
につなげるなど、他の専門相談との連携を
深め、相談体制の充実を図った。

消費者問題に関する相談先として、消費
生活センターの認知度向上が課題であ
る。このため、今後も消費生活センター及
び消費生活相談事業の周知を図っていく。

事務事業名称 事業概要（全体）
所属
名称

経費

投入コスト（千円）

第２章　安全・安心  第５節　消費生活

無 無

相談件数は、県内でさいたま市、川
口市に次いで多いなか、成果指標
である相談解決率は、高い水準を
維持できており、成果を上げている
と考えられる。
多様化、複雑化している消費者問
題に対しては、消費生活相談員の
研修への積極的な参加を図るとと
もに、情報を相談員相互で共有して
相談体制の充実に努めたい。

商品量目立入検査を確実に行い、
不適正事業者に改善を指導したこ
とで、適正な計量を確保することが
できた。
計量は、消費生活において品質・
信用・信頼を支える重要な役割を
担っているため、今後も計量制度
の啓発を図っていきたい。

目標値は達成しており、一定の成
果が上げられたと考えている。
今後も、引き続き各法令等に基づ
き適正な表示がなされるよう努める
とともに、事業者及び消費者に対す
る啓発を行っていく。


